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規 則 

 

三 重 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 二 月 二 十 四 日  

                        三  重  県  知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 三 十 二 号  

三 重 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 三 重 県 規 則 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 一 号 様 式 及 び 第 二 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 1 号様式（第 2条関係） 

加 入 等 申 込 書 

 

           年   月   日 

三 重 県 知 事 宛て 

（加入等申込者） 

氏 名                  

三重県心身障害者扶養共済条例に基づき、三重県心身障害者扶養共済制度に
加      入

おける口数追加
をした

いので、関係書類を添えて申し込みます。 

加 

入 

等 

申 

込 

者 

フリガナ  

生年
月日 

     年   月   日 
氏 名 

男 

・ 

女 

住 所 

〒 
心身障
害者と
の続柄 

 

（電話      －      －      ） 

心
身
障
害
者
※ 

 

フリガナ  

生年
月日 

     年   月   日 
氏 名 

男 

・ 

女 

口 数 追 加 す る ・ しない 

現在共済制度に加入の有無 有（加入番号     ） ・ 無 

※本共済制度においては、心身障害者を事後的に変更できないものとします。 

 

他制度から
の転入者の
記 載 欄 

従前の地方公共団体名 加入番号 加入年月日（口数追加） 

     年  月  日(    年  月  日) 

     年  月  日(    年  月  日) 

 

添付書類 
１ 加入等申込者及びその扶養する心身障害者の住民
票の写し。ただし、加入申込者又はその扶養する心
身障害者が県内に住所を有する場合は、その者に係
る住民票の写しの添付を省略することができます。 

２ 申込者（被保険者）告知書 
３ 障害証明書（第３号様式） 
４ 年金管理者を指定する場合は、年金管理者指定届
書（第４号様式） 

（注）口数追加のみの申込みの場合には、２の書類だけを添付してください。 
（規格Ａ４） 

確 認 欄 

「重要事項のご説明」の内容
を確認し、受領しました。 
また、この共済制度が加入目

的に合致していることも確認し
ています。 
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第 四 号 様 式 中 「 ㊞ 」 及 び 「 注 記名押印に代えて署名することができます。 」 を 削 る 。  

第 六 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 6 号様式（第 4条関係） 

 

 

掛金減額（免除）申請書 

 

           年   月   日 

三 重 県 知 事 宛て 

住 所                  

氏 名                  

電 話                  

 

次の理由により掛金の減額を申請します。 

申 

請 

理 

由 

１ 生活保護法第６条第１項にいう被保護者である。 

２ 県民税及び市町村民税を課せられていない世帯である。 

３ 県民税及び市町村民税の所得割を課せられていない世帯である。 

４ 天災その他特別の事由がある。 

   具体的に記入すること。 

 

加
入
者
の
世
帯
状
況 

氏  名 続 柄 年 齢 職業（勤務先） 前年の所得額 県、市町村民税 

 本人 
歳 

 

円 

非課税 ・ 均等割 

所得割 

     非課税 ・ 均等割 

所得割 

     非課税 ・ 均等割 

所得割 

     非課税 ・ 均等割 

所得割 

     非課税 ・ 均等割 

所得割 

市
町
長
の
意
見 

 上記のとおり証明します。 

      年   月   日  

                  （市町長名） 

 

□印  

 

 

 

注 「申請理由」欄及び「県、市町村民税」欄については、該当事項を○で囲んでください。 
（規格Ａ４） 

加 入 番 号  
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第 七 号 様 式 中 「 ㊞ 」 及 び 「 ３ 記名押印に代えて署名することができます。 」 を 削 る 。  

第 八 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 8 号様式（第 4条関係） 

 

 

掛金減額（免除）理由消滅届書 

 

           年   月   日 

三 重 県 知 事 宛て 

住 所                  

氏 名                  

電 話                  

 

次のとおり掛金の減額（免除）理由が消滅したので届け出ます。 

消 

滅 

事 

項 

１ 生活保護法第６条第１項にいう被保護者でなくなった。 

２ 県民税及び市町村民税を課せられていない世帯に属する者でなくなった。 

３ 県民税及び市町村民税の所得割を課せられていない世帯に属する者でなくなった。 

４ その他特別の事由に該当しなくなった。 

   具体的に記入すること。 

 

減額（免除）理由消滅年月日      年   月   日 

市
町
長
の
意
見 

 

      年   月   日より規則第４条第１項第   号に該当しなくなった。 

 

      年   月   日  

                  （市町長名） 

 

□印  

 

 

 

注 「消滅事項」欄については、該当事項を○で囲んでください。 
 
 

（規格Ａ４） 

加 入 番 号  
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第 九 号 様 式 中 「㊞ 」 及 び 「注 記名押印に代えて署名することができます。 」 を 削 る 。  

第 十 一 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 十 三 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 13 号様式（第 6条関係） 

 

 

 

 

加入等証書再交付申請書 

 

           年   月   日 

三 重 県 知 事 宛て 

氏 名                  

              加  入 
三重県心身障害者扶養共済制度口数追加証書を亡失（損傷）したので、再交付を申請します。 
              年  金 

再交付を申請する証書 加入証書 ・ 口数追加証書 ・ 年金証書 

証書の交付を受けた年月日      年   月   日 

加 

入 

者 

フリガナ  

生年 
月日 

     年   月   日 
氏 名 

男
・
女 

住 所 

〒 
心 身 障
害 者 と
の 続 柄 

 

（電話      －      －      ） 

（
年
金
受
給
権
者
） 

心 
身 

障 

害 

者 

フリガナ  

生年 
月日 

     年   月   日 
氏 名 

男
・
女 

住 所 

〒 

（電話      －      －      ） 

年
金
管
理
者 

フリガナ  

生年 
月日 

     年   月   日 
氏 名 

男
・
女 

住 所 

〒 
心 身 障
害 者 と
の 続 柄 

 

（電話      －      －      ） 

 

注  損傷した証書は添付してください。 
 

（規格Ａ４） 

加 入 番 号   

年金証書番号  
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第 十 四 号 様 式 か ら 第 十 六 号 様 式 ま で の 規 定 中 「 ㊞ 」 及 び 「 注 記名押印に代えて署名することができます。 」

を 削 る 。  

第 十 七 号 様 式 及 び 第 十 八 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 17 号様式（第 9条関係） 

 

 

 

住所（氏名）変更届書 

 

           年   月   日 

三 重 県 知 事 宛て 

住 所                  

氏 名                  

電 話                  

 

次のとおり住所（氏名）を変更したので、三重県心身障害者扶養共済条例第 22条の規定により届け出

ます。 

届出内容 住所の変更 ・ 氏名の変更 変更年月日      年   月   日 

住所(氏名)を 
変更した者 

１ 加入者    ２ 心身障害者    ３ 年金受給権者    ４ 年金管理者 

旧 

フリガナ  

住
所 

〒 

氏 名  

（電話     －      －      ） 

新 
フリガナ  

住
所 

〒 

氏 名  

（電話     －      －      ） 

 

注 年金受給権者又は年金管理者が氏名を変更した場合は、三重県心身障害者扶養共済年金証書を添
付してください。 

 
 

（規格Ａ４） 

加 入 番 号   

年金証書番号  
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第 18 号様式（第 9条関係） 

 

 

 

 

 

死亡（重度障害）届書 

 

           年   月   日 

三 重 県 知 事 宛て 

住 所                  

氏 名                  

電 話                  

 

次の者が死亡した（重度障害の状態となった）ので、三重県心身障害者扶養共済条例第 22 条の規定に

より届け出ます。 

死
亡
又
は
重
度
障
害

と
な
っ
た
者 

区 分 １ 加入者    ２ 心身障害者    ３ 年金受給権者    ４ 年金管理者 

フリガナ  

氏 名  

死亡又は重度障害の別 死亡  ・  重度障害 

死亡又は重度障害となった年月日      年   月   日 

 

添付書類 
年金受給権者が死亡した場合は、三重県心身障害者扶養共済年金証書及び年金受給権者の消除さ

れた住民票の写し（年金受給権者の氏名が知事に届け出ている氏名と異なる場合は、除籍の抄本）。
ただし、年金受給権者が県内に住所を有する場合は、住民票の写しの添付を省略することができま
す。 
 

 
（規格Ａ４） 

加 入 番 号   

年金証書番号  
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第 十 九 号 様 式 か ら 第 二 十 二 号 様 式 ま で の 規 定 中 「 ㊞ 」 及 び 「 注 記名押印に代えて署名することができます。 」

を 削 る 。  

附  則  
（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 施 行 規 則 （ 次 項 に お い て 「 旧 規 則 」 と い う 。 ）

の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 申 込 書 、 告 知 書 そ の 他 の 書 類 は 、 改 正 後 の 三 重 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 施

行 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 申 込 書 、 告 知 書 そ の 他 の 書 類 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。  

 

森 林 組 合 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 二 月 二 十 四 日  

                             三  重  県  知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 三 十 三 号  

森 林 組 合 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

森 林 組 合 法 施 行 細 則 （ 昭 和 五 十 四 年 三 重 県 規 則 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 二 号 様 式 及 び 第 三 号 様 式 中 「三重県知事 あて」 を「三重県知事 宛て」 に 改 め 、「㊞」 を 削 る 。  

第 三 号 様 式 の 二 中 「㊞」 を 削 る 。  

第 四 号 様 式 及 び 第 五 号 様 式 中 「三重県知事 あて」 を「三重県知事 宛て」 に 改 め 、「㊞」 を 削 る 。  

第 五 号 様 式 の 二 中 「㊞」 を 削 る 。  

第 六 号 様 式 及 び 第 七 号 様 式 中 「三重県知事 あて」 を「三重県知事 宛て」 に 改 め 、「㊞」 を 削 る 。  

第 七 号 様 式 の 二 中 「㊞」 を 削 る 。  

第 八 号 様 式 中 「三重県知事 あて」 を「三重県知事 宛て」 に 改 め 、「㊞」 を 削 る 。  

第 八 号 様 式 の 二 か ら 第 八 号 様 式 の 四 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。  

第 十 号 様 式 か ら 第 十 四 号 様 式 ま で の 規 定 中 「三重県知事 あて」 を「三重県知事 宛て」 に 改 め 、「㊞」 を 削

る 。  

第 十 六 号 様 式 そ の １ 中 「三重県知事 あて」 を「三重県知事 宛て」 に 改 め 、「㊞」 を 削 る 。  

第 十 六 号 様 式 そ の ２ 中 「三重県知事 あて」 を「三重県知事 宛て」 に 、「（設立委員全員の住所及び氏名を

記載し、押印すること。）」 を「（設立委員全員の住所及び氏名を記載すること。）」 に 改 め 、「㊞」 を 削 る 。  

第 十 七 号 様 式 中 「三重県知事 あて」 を「三重県知事 宛て」 に 改 め る 。  

第 十 八 号 様 式 及 び 第 十 九 号 様 式 中 「㊞」 を 削 る 。  

第 二 十 号 様 式 中 「三重県知事 あて」 を「三重県知事 宛て」 に 改 め 、「㊞」 を 削 る 。  

第 二 十 一 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 21号様式（第 24条関係） 
 

取 消 し 請 求 同 意 書 

 

  私達    森林組合員（生産森林組合員、森林組合連合会員）は、森林組合法第

115条の規定により、森林組合（生産森林組合、森林組合連合会）の    について、

三重県知事に対し取消しを請求することに同意します。 

年  月  日   

  住       所   氏         名 

  

  

  

  

正組合員（正会員）計                        人 

請求日現在総組合員数      人 (内訳 正組合員（正会員）   人
准組合員（准会員）   人) 
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第 二 十 二 号 様 式 中 「三重県知事 あて」 を「三重県知事 宛て」 に 改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 三 重 県 知 事 に 対 し て 提 出 さ れ て い る 改 正 前 の 森 林 組 合 法 施 行 細 則 （ 次 項 に お い て 「 旧

規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 に 基 づ く 申 請 書 等 は 、 改 正 後 の 森 林 組 合 法 施 行 細 則 に 基 づ く 申 請 書 等 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 

人 事 委 規 則 

 

 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 （ 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま

す 。  

  令 和 三 年 二 月 二 十 四 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 （ 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 （ 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

     「    「    

 様 式 第 一 の 二 中  作成者の職名、氏名及び印  を  作成者の職名及び氏名  に 、 「 「 作成者 

  」   」  

の職名、氏名及び印 」 」 を 「 「 作成者の職名及び氏名 」 」 に 、 「 記入した上、押印する。 」 を 「記入する。 」 に 改 め る 。  

様 式 第 一 の 三 、 様 式 第 一 の 四 、 様 式 第 一 の 八 、 様 式 第 一 の 九 及 び 様 式 第 二 の 三 中 「 ○印 」 を 削 る 。  

   附  則  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 書

類 は 、 改 正 後 の 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 書 類 と み な す 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例 第 二 十 九 号 ） の 規 定 に 基 づ

き 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 四 （ 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま

す 。  

  令 和 三 年 二 月 二 十 四 日  

                          三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子  

     三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 四 （ 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 四 （ 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

 改   正   後  改   正   前  

附  則  附  則  

１ ～ ９  （ 略 ）  １ ～ ９  （ 略 ）  

 （ 試 験 防 疫 業 務 手 当 の 特 例 ）   （ 試 験 防 疫 業 務 手 当 の 特 例 ）  

1
0  条 例 附 則 第 八 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 期 間

は 、 令 和 二 年 二 月 一 日 か ら 令 和 四 年 一 月 三 十 一 日

ま で と す る 。  

1
0  条 例 附 則 第 八 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 期 間

は 、 令 和 二 年 二 月 一 日 か ら 令 和 三 年 一 月 三 十 一 日

ま で と す る 。  

1
1  条 例 附 則 第 八 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 業 務

は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

1
1  条 例 附 則 第 八 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 業 務

は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

 一  新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 （ 病 原 体 が ベ ー タ  一  新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 （ 新 型 コ ロ ナ ウ イ
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コ ロ ナ ウ イ ル ス 属 の コ ロ ナ ウ イ ル ス （ 令 和 二 年

一 月 に 、 中 華 人 民 共 和 国 か ら 世 界 保 健 機 関 に 対

し て 、 人 に 伝 染 す る 能 力 を 有 す る こ と が 新 た に

報 告 さ れ た も の に 限 る 。 ） で あ る も の に 限 る 。

以 下 こ の 項 に お い て 「 感 染 症 」 と い う 。 ） の 患

者 が 療 養 す る 宿 泊 施 設 又 は こ れ に 準 ず る 施 設 と

し て 人 事 委 員 会 が 認 め る も の （ 以 下 こ の 項 に お

い て 「 宿 泊 施 設 等 」 と い う 。 ） に お い て 患 者 に

接 し て 行 う 診 療 又 は 看 護  

ル ス 感 染 症 を 指 定 感 染 症 と し て 定 め る 等 の 政 令

（ 令 和 二 年 政 令 第 十 一 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 新

型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 を い う 。 以 下 こ の 項 に

お い て 「 感 染 症 」 と い う 。 ） の 患 者 が 療 養 す る

宿 泊 施 設 又 は こ れ に 準 ず る 施 設 と し て 人 事 委 員

会 が 認 め る も の （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 宿 泊 施

設 等 」 と い う 。 ） に お い て 患 者 に 接 し て 行 う 診

療 又 は 看 護  

 二 ～ 六  （ 略 ）   二 ～ 六  （ 略 ）  

1
2 ～ 1
4  （ 略 ）  1
2 ～ 1
4  （ 略 ）  

   附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 三 年 二 月 一 日 か ら 適 用 す る 。  

 

 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重 県 人 事 委 員 会

規 則 一 一 ― 〇 （ 勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 の 要 求 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 三 年 二 月 二 十 四 日  
三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子    

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 一 ― 〇 （ 勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 の 要 求 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 一 ― 〇 （ 勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 の 要 求 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

 改   正   後  改   正   前  

（ 勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 の 要 求 ）  （ 勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 の 要 求 ）  

第 二 条  （ 略 ）  第 二 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 書 面 （ 以 下 「 措 置 要 求 書 」 と い う 。 ） に

は 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 正 副 各 一 通 を

適 切 な 資 料 （ 以 下 「 添 付 資 料 」 と い う 。 ） と 共 に

人 事 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 書 面 （ 以 下 「 措 置 要 求 書 」 と い う 。 ） に

は 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 措 置 の 要 求 を

し よ う と す る 職 員 が 記 名 押 印 し て 正 副 各 一 通 を 適

切 な 資 料 （ 以 下 「 添 付 資 料 」 と い う 。 ） と 共 に 人

事 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

３ ・ ４  （ 略 ）  ３ ・ ４  （ 略 ）  

附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 一 ― 一 （ 不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関 す る 規 則 ） の 一 部

を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 三 年 二 月 二 十 四 日  

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子    

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 一 ― 一 （ 不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 一 ― 一 （ 不 利 益 処 分 に つ い て の 審 査 請 求 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

 改   正   後  改   正   前  

（ 審 査 請 求 書 ）  （ 審 査 請 求 書 ）  

第 四 条  審 査 請 求 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し

な け れ ば な ら な い 。  

第 四 条  審 査 請 求 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、

請 求 人 が 記 名 押 印 を し な け れ ば な ら な い 。  

一 ～ 十  （ 略 ）  一 ～ 十  （ 略 ）  

２  請 求 人 が 代 理 人 に よ っ て 審 査 請 求 を す る 場 合

は 、 審 査 請 求 書 に 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 審

査 請 求 を す る 代 理 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 職 又 は 職 業
２  請 求 人 が 代 理 人 に よ っ て 審 査 請 求 を す る 場 合

は 、 審 査 請 求 書 に 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 審

査 請 求 を す る 代 理 人 の 氏 名 、 住 所 及 び 職 又 は 職 業
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を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  を 記 載 し 、 当 該 代 理 人 が 記 名 押 印 を し な け れ ば な

ら な い 。  
３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

（ 口 述 書 の 提 出 要 求 ）   （ 口 述 書 の 提 出 要 求 ）  

第 四 十 二 条  （ 略 ）  第 四 十 二 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  第 一 項 の 口 述 書 に は 、 証 人 が 署 名 し な け れ ば な

ら な い 。  

３  第 一 項 の 口 述 書 に は 、 証 人 が 記 名 押 印 を し な け

れ ば な ら な い 。  

 （ 調 書 ）   （ 調 書 ）  

第 五 十 二 条  （ 略 ）  第 五 十 二 条  （ 略 ）  

２  人 事 委 員 会 は 、 口 頭 審 理 調 書 、 準 備 手 続 調 書 又

は 審 尋 調 書 を そ れ ぞ れ 口 頭 審 理 、 準 備 手 続 又 は 審

尋 を 行 っ た 日 ご と に 作 成 す る も の と し 、 当 該 調 書

に は 当 該 審 理 を 行 っ た 人 事 委 員 会 の 委 員 又 は 審 査

員 が 署 名 し な け れ ば な ら な い 。  

２  人 事 委 員 会 は 、 口 頭 審 理 調 書 、 準 備 手 続 調 書 又

は 審 尋 調 書 を そ れ ぞ れ 口 頭 審 理 、 準 備 手 続 又 は 審

尋 を 行 っ た 日 ご と に 作 成 す る も の と し 、 当 該 調 書

に は 当 該 審 理 を 行 っ た 人 事 委 員 会 の 委 員 又 は 審 査

員 が 記 名 押 印 し な け れ ば な ら な い 。  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

 （ 裁 決 ）   （ 裁 決 ）  

第 五 十 四 条  （ 略 ）  第 五 十 四 条  （ 略 ）  

２  裁 決 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 人 事 委

員 会 の 委 員 が 署 名 し な け れ ば な ら な い 。  

２  裁 決 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 人 事 委

員 会 の 委 員 が 記 名 押 印 し な け れ ば な ら な い 。  

一 ～ 四  （ 略 ）   一 ～ 四  （ 略 ）  

附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重 県 人 事 委 員 会

規 則 一 一 ― 二 （ 公 務 災 害 補 償 の 審 査 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 三 年 二 月 二 十 四 日  

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子    

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 一 ― 二 （ 公 務 災 害 補 償 の 審 査 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 一 ― 二 （ 公 務 災 害 補 償 の 審 査 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

 改   正   後  改   正   前  

（ 審 査 の 請 求 ）  （ 審 査 の 請 求 ）  

第 二 条  （ 略 ）  第 二 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 書 面 （ 以 下 「 審 査 請 求 書 」 と い う 。 ） に

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 正 副 各 一 通

を 人 事 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 書 面 （ 以 下 「 審 査 請 求 書 」 と い う 。 ） に

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 審 査 の 請 求

を し よ う と す る 者 （ 以 下 「 請 求 者 」 と い う 。 ） が

記 名 押 印 し て 、 正 副 各 一 通 を 人 事 委 員 会 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。  

 一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

 二  審 査 の 請 求 を し よ う と す る 者 （ 以 下 「 請 求 者 」

と い う 。 ） が 災 害 を 受 け た 職 員 以 外 の も の で あ

る と き は 、 そ の 氏 名 、 住 所 、 生 年 月 日 及 び そ の

職 員 と の 続 柄 又 は 関 係  

二  請 求 者 が 災 害 を 受 け た 職 員 以 外 の も の で あ る

と き は 、 そ の 氏 名 、 住 所 、 生 年 月 日 及 び そ の 職

員 と の 続 柄 又 は 関 係  

三 ～ 七  （ 略 ）  三 ～ 七  （ 略 ）  

 （ 裁 定 ）   （ 裁 定 ）  

第 十 条  （ 略 ）  第 十 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 書 面 （ 以 下 「 裁 定 書 」 と い う 。 ） に は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 各 委 員 が 署 名 し

な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 書 面 （ 以 下 「 裁 定 書 」 と い う 。 ） に は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 各 委 員 が 記 名 押

印 し な け れ ば な ら な い 。  
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一 ～ 三  （ 略 ）   一 ～ 三  （ 略 ）  

附  則  
こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 五 （ 職 員 団 体 の 登 録 及 び 法 人 と な る 旨 の 申 出 に 関 す る 規 則 ）

の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 三 年 二 月 二 十 四 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 五 （ 職 員 団 体 の 登 録 及 び 法 人 と な る 旨 の 申 出 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す

る 規 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 五 （ 職 員 団 体 の 登 録 及 び 法 人 と な る 旨 の 申 出 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

第 一 号 様 式 中 「 三重県人事委員会委員長 あて」 を 「三重県人事委員会委員長 宛て」 に 改 め 、 「 ○印 」 を 削 る 。 

第 二 号 様 式 か ら 第 五 号 様 式 ま で の 規 定 中 「 ○印 」 を 削 る 。  

第 六 号 様 式 か ら 第 八 号 様 式 ま で の 規 定 中 「 三重県人事委員会委員長 あて」 を 「三重県人事委員会委員長 宛

て」 に 改 め 、 「 ○印 」 を 削 る 。  

   附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

     規 則 

 

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第

十 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し

ま す 。  

令 和 三 年 二 月 二 十 四 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子    

  三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長   木   平   芳   定    

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 三 号  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 年  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 一 般 の 退 職 手 当 及 び 予 告 を 受 け な い 退 職 者 の 退

職 手 当 の 発 令 手 続 等 ）  

（ 一 般 の 退 職 手 当 及 び 予 告 を 受 け な い 退 職 者 の 退

職 手 当 の 発 令 手 続 等 ）  

第 十 条  校 長 は 、 条 例 第 二 条 の 四 か ら 第 六 条 の 五 ま

で 、 条 例 第 九 条 、 昭 和 三 十 二 年 改 正 条 例 附 則 第 二

項 及 び 昭 和 三 十 七 年 改 正 条 例 附 則 第 六 項 に 規 定 す

る 退 職 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 が 生 じ た 場 合 は 、 次

に 掲 げ る 書 類 を 県 委 員 会 （ 給 与 条 例 第 二 条 第 一 項

第 三 号 及 び 第 四 号 に 規 定 す る 職 員 （ 以 下 「 市 町 立

学 校 職 員 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 所 属 の 市 町 の 教

育 委 員 会 を 経 由 の 上 ） に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 任 期 を 定 め て 任 用 さ れ る 職 員 の う ち 、 在

職 期 間 が 一 年 以 下 の 者 に あ つ て は 、 第 二 号 に 掲 げ  

第 十 条  校 長 は 、 条 例 第 二 条 の 四 か ら 第 六 条 の 五 ま

で 、 条 例 第 九 条 、 昭 和 三 十 二 年 改 正 条 例 附 則 第 二

項 及 び 昭 和 三 十 七 年 改 正 条 例 附 則 第 六 項 に 規 定 す

る 退 職 手 当 を 支 給 さ れ る 職 員 が 生 じ た 場 合 は 、 次

に 掲 げ る 書 類 を 県 委 員 会 （ 給 与 条 例 第 二 条 第 一 項

第 三 号 及 び 第 四 号 に 規 定 す る 職 員 （ 以 下 「 市 町 立

学 校 職 員 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 所 属 の 市 町 の 教

育 委 員 会 を 経 由 の 上 ） に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 任 期 を 定 め て 任 用 さ れ る 職 員 の う ち 、 在

職 期 間 が 一 年 以 下 の 者 に あ つ て は 、 第 二 号 に 掲 げ  

人 事 委 
教 育 委 
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る 書 類 の 提 出 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

五 か ら 七 ま で  削 除  

八 ～ 十 六  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  

る 書 類 の 提 出 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  

五  総 代 者 選 任 届 （ 第 三 号 様 式 ） （ 公 務 上 に よ る 死

亡 以 外 の 死 亡 に よ り 退 職 し 条 例 第 三 条 第 一 項 の

規 定 を 適 用 さ れ る 者 及 び 公 務 上 の 死 亡 に よ り 退

職 し 条 例 第 五 条 の 規 定 を 適 用 さ れ る 者 の う ち 条

例 第 二 条 の 二 第 三 項 に 該 当 す る 者 ）  

六 及 び 七  削 除  

八 ～ 十 六  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  

      「     「    

第 一 号 様 式 中  作成者の職名、氏名及び印  を  作成者の職名及び氏名  に 、 「「作成者の 

  」   」  

職名、氏名及び印」 」 を 「「作成者の職名及び氏名」 」 に 、 「 記入した上、押印する。 」 を 「記入する。 」 に 改 め る 。  

第 一 号 様 式 の 二 、 第 一 号 様 式 の 三 、 第 一 号 様 式 の 七 及 び 第 一 号 様 式 の 八 中 「 ○印 」 を 削 る 。  

第 二 号 様 式 注 ５ 中 「 末尾に本人から次に掲げる事実に相違ない旨の証印を得るものとする。「この履歴書に記載

された他に就職のあるなし、他に就職した場合の就職関係については、事実に相違ない。   本人 氏 名○印 」 」

を 「 本人に対して事実に相違ないかを確認するものとする。 」 に 改 め る 。  

第 三 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 第三号様式 削除 

第 七 号 様 式 中 「 教教退手 」 を 「教委退手 」 に 改 め 、 注 ３ を 削 る 。  

      「     

 

第 九 号 様 式 中  

 

現   住   所 

 

   

 を  

   」  

 

「     

  

現住所及び電話番号 

 

 

 

        （電話番号          ） 

  

 に 改 め 、 「 ○印 」 を 削 る 。  

   」  

第 十 一 号 様 式 の 四 及 び 第 二 十 三 号 様 式 中 「 ○印 」 を 削 る 。  

附  則  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ

て い る 書 類 は 、 改 正 後 の 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 書 類 と み

な す 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ）

の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 二 月 二 十 四 日  

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子  

三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長   木   平   芳   定  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 四 号  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 年  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

正 す る 。  
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別 記 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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附  則  

（ 施 行 期 日 ）  
１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 規 則 （ 次 項 に お い て

「 旧 規 則 」 と い う 。 ） に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 書 類 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当

に 関 す る 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 書 類 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ）

の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 扶 養 親 族 の 認 定 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 二 月 二 十 四 日  

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子  

三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長   木   平   芳   定  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 五 号  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

   公 立 学 校 職 員 の 扶 養 親 族 の 認 定 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

公 立 学 校 職 員 の 扶 養 親 族 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 年  
三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う  
三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

に 改 正 す る 。  

第 一 号 様 式 中 「 氏名印 」 を 「 氏名 」 に 、 「※認定印 」 を 「※認定 」 に 、 「認定印欄 」 を 「認定欄 」 に 、 「「非該当」

の印を押す。 」 を 「「非該当」と記入する。 」 に 改 め る 。  

第 二 号 様 式 中 「 印 」 及 び 「 ○印 」 を 削 る 。  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 公 立 学 校 職 員 の 扶 養 親 族 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 次 項 に お い

て 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 書 類 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 公 立 学 校 職 員 の 扶 養 親 族

の 認 定 に 関 す る 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 書 類 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。  

 

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ）

の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

令 和 三 年 二 月 二 十 四 日  

                        三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子    

三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長   木   平   芳   定    

          第 六 号  

公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 年           第 四 号 ） の 一 部 を 次 の  

よ う に 改 正 す る 。  

 第 一 号 様 式 中 「 ○印 」 を 削 る 。  

第 二 号 様 式 及 び 第 三 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 

 

 

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則  

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則  
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附  則  

（ 施 行 期 日 ）  
１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 公 立 学 校 職 員 の 給 料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 次 項

に お い て 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） に 基 づ い て 提 出 さ れ て い る 書 類 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 公 立 学 校 職 員 の 給

料 お よ び 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 書 類 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て

使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 

人 事 委 細 則 

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 六 ― 五 （ 職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 ） に 基 づ き 、 三 重 県 人 事 委 員 会

細 則 六 ― 五 ― 一 （ 職 員 の 任 用 に 関 す る 細 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 細 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 三 年 二 月 二 十 四 日  

                        三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子    

三 重 県 人 事 委 員 会 細 則 六 ― 五 ― 一 （ 職 員 の 任 用 に 関 す る 細 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 細 則  

三 重 県 人 事 委 員 会 細 則 六 ― 五 ― 一 （ 職 員 の 任 用 に 関 す る 細 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 十 二 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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   第12号様式（第17条関係） 
 

（表） 

第     号  

年  月  日  

 （候補者名）     様 

（所 在 地）           

（通知者名）        □印   

就職についての意向調査              

   では、人事委員会からの推薦に基づいて、あなたを下記の職への採用候補者

の１人として考えております。参考のため、あらかじめあなたの意向を承知したい

ので、下の意向調書に記入の上、これを切取り線から離し、本信受領後10日以内に

届くよう      課あて送付してください。この調査の回答を怠る場合には、

人事委員会にある採用候補者名簿から削除されますから御注意ください。 

 この調書は、単に下記の職への採用についてあなたの意向をお尋ねするためのも

ので、まだ採用が決定したわけではありませんから、現在勤めている職場を辞める

ことのないよう御注意ください。 

職 名  職 級  給 料  

勤 務
庁 名 

 所属名  勤務地  

職 務
内 容 

 

（切 取 り 線） 

意 向 調 書 

年  月  日  

 （通知者名）     宛て 

氏名（自署）           

 先に推薦された     職への就職についての意向調査について、下記のとお

り回答します。 

 （次の項目のうち該当する項目の□の中に✔印を入れてください。） 

□ 私は、この職への就職を希望します。 

□ 私は、都合により、この職への就職を希望しません。人事委員会の採用候補者

名簿から削除されても構いません。 

□ 私は、この職への就職を希望しますが、裏面の辞退届を提出しますから、人事

委員会の採用候補者名簿からは削除しないで、あらためて推薦してください。 
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（裏） 

注 意 

１ 任命権者は、人事委員会から推薦された候補者のうちから適当な人を選択し、

採用することができます。選択された候補者にはその旨通知します。就職を希望

したにもかかわらず選択されなかった候補者は将来の推薦に備えて、採用候補者

名簿に引き続き記載します。 

２ 採用されるまでは、特に明示された場合のほかは、旅費は各自の負担となりま

す。 

３ 就職後６月間は、条件付採用期間で、正式の採用となるためには、その間を良

好な成績で勤務することが必要です。 

 

（切  取  り  線） 

辞 退 届 

年  月  日  

 （通知者名）     宛て 

          住 所           

氏名（自署）              

 私は下記に示す時期まで採用を辞退したいので、この旨届け出ます。 

 （次の項目のうち該当する項目の□の中に✔印を入れてください。） 

□        年  月  日まで 

□ 次に人事委員会から推薦されるまで 

□ あらためて人事委員会あて通知するまで 

辞退の理由 
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   附  則  

 こ の 細 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 三 重 県 人 事 委 員 会 細 則 一 一 ― 一 ― 一 （ 公 平 審 理 の 手 続 等 に 関 す る 細 則 ） の 一 部 を 改 正 す

る 細 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 三 年 二 月 二 十 四 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子  

三 重 県 人 事 委 員 会 細 則 一 一 ― 一 ― 一 （ 公 平 審 理 の 手 続 等 に 関 す る 細 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 細 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 細 則 一 一 ― 一 ― 一 （ 公 平 審 理 の 手 続 等 に 関 す る 細 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 一 号 様 式 中 「 三重県人事委員会委員長 あて」 を 「三重県人事委員会委員長 宛て」 に 、 「記載し、当該代

理人が記名押印すること 」 を 「記載すること 」 に 改 め 、 「 ○印 」 を 削 る 。  

第 二 号 様 式 、 第 四 号 様 式 及 び 第 六 号 様 式 中 「 三重県人事委員会委員長 あて」 を 「三重県人事委員会委員長 

宛て」 に 改 め 、 「 ○印 」 を 削 る 。  

第 七 号 様 式 中 「 三重県人事委員会委員長 あて」 を 「三重県人事委員会委員長 宛て」 に 改 め る 。  

第 八 号 様 式 及 び 第 九 号 様 式 中 「 三重県人事委員会委員長 あて 」 を 「 三重県人事委員会委員長 宛て 」 に 改

め 、 「 ○印 」 を 削 る 。  

第 十 号 様 式 中 「 ○印 」 を 削 る 。  

第 十 一 号 様 式 中 「 三重県人事委員会委員長 あて」 を 「三重県人事委員会委員長 宛て」 に 改 め 、 「 ○印 」 を 削

る 。  

第 十 二 号 様 式 中 「 ○印 」 を 削 る 。  

第 十 五 号 様 式 、 第 十 六 号 様 式 、 第 十 九 号 様 式 か ら 第 二 十 二 号 様 式 ま で 、 第 二 十 四 号 様 式 及 び 第 二 十 五 号 様 式 中

「 三重県人事委員会委員長 あて」 を 「三重県人事委員会委員長 宛て」 に 改 め 、 「 ○印 」 を 削 る 。  

第 二 十 七 号 様 式 中 「 ○印 」 を 削 る 。  

第 二 十 九 号 様 式 か ら 第 三 十 二 号 様 式 ま で の 規 定 中 「 三重県人事委員会委員長 あて」 を 「三重県人事委員会委

員長 宛て」 に 改 め 、 「 ○印 」 を 削 る 。  

   附  則  

こ の 細 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 三 重 県 人 事 委 員 会 細 則 一 一 ― 二 ― 一 （ 公 務 災 害 補 償 の 審 査 に 関 す る 細 則 ） の 一 部 を 改 正

す る 細 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 三 年 二 月 二 十 四 日  

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長   竹   川   博   子  

三 重 県 人 事 委 員 会 細 則 一 一 ― 二 ― 一 （ 公 務 災 害 補 償 の 審 査 に 関 す る 細 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 細 則  

 三 重 県 人 事 委 員 会 細 則 一 一 ― 二 ― 一 （ 公 務 災 害 補 償 の 審 査 に 関 す る 細 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

様 式 一 か ら 様 式 六 ま で の 規 定 中 「 三重県人事委員会委員長 あて」 を 「三重県人事委員会委員長 宛て」 に 改

め 、 「印 」 を 削 る 。  

様 式 七 の 規 定 中 「 三重県人事委員会委員長 あて」 を 「三重県人事委員会委員長 宛て」 に 改 め る 。  

   附  則  

こ の 細 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

告 示 

 

三重県告示第 122 号 

  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44 年法律第 57 号）第 3 条第 1 項の規定により、次の土

地を急傾斜地崩壊危険区域に指定します。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部防災砂防課、三重県熊野建設事務所及び紀宝町役場に備え置いて、告示

の日から 30 日間縦覧に供します。 

    令和 3 年 2 月 24 日 
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三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   急傾斜地崩壊危険区域の名称 

    大里東地区急傾斜地崩壊危険区域 

2   区域の所在地 

    南牟婁郡紀宝町大里 

3   区域の土地の表示 

    南牟婁郡紀宝町大里字松岡 1450 番の一部、1449 番の一部、1449 番 1 の一部、1448 番 1 の一部及び 1448 番

2 の一部の土地 

 

 

公 告 

 

 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 144 条の 9 第 1 項の規定に基づき、次の者を軽油引取税に係る特約業

者として指定しました。 

  令和 3 年 2 月 24 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  氏名又は名称 

  株式会社藤村 

2  主たる事務所又は事業所の所在地 

  三重県伊勢市御薗町長屋 2177-1 

3  指定の年月日 

  令和 3 年 2 月 6 日 

 

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 144 条の 9 第 3 項の規定に基づき、次の者について軽油引取税に係る

特約業者の指定を取り消しました。 

  令和 3 年 2 月 24 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  氏名又は名称 

  鳥羽石油株式会社 

2  主たる事務所又は事業所の所在地 

  三重県鳥羽市鳥羽 4 丁目 1-3 

3  指定の取消しの年月日 

  令和 2 年 12 月 31 日 

 

  建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 86 条の 2 第 1 項の規定により、公告認定対象区域内における一敷地

内認定建築物以外の建築物の位置及び構造について、次のとおり認定しました。 

   令和 3 年 2 月 24 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

認 定 年 月 日 
一敷地内認定建築物の認定 

認 定 年 月 日 対 象 区 域 

令和 3 年 2 月 10 日  平成 3 年 8 月 22 日 

伊賀市下柘植字物堂 671 番 3、682 番 3、683

番 3、684 番 2、685 番 1、685 番 2、685 番
3、685 番 4、685 番 5、楯岡字九反坪 38 番 2 

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条第 1 項の規定により許可しました開発行為に関する工事は、次 

のとおり完了しました。 

令和 3 年 2 月 24 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 
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工事完了年月日 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 許可を受けた者の住所及び氏名 

令和 3 年 
2 月 3 日 

員弁郡東員町大字山田字赤兀 2962-1 ほか 1 筆 

員弁郡東員町城山 2 丁目 31-12 

有限会社ケアックス 
代表取締役 山 田 佳 史 

令和 3 年 

2 月 8 日 
伊賀市安場字八十刈 1757-35 ほか 4 筆 

大阪府大阪市東住吉区湯里 2 丁目 2-8 
サラヤ株式会社 
代表取締役社長 更 家 悠 介 

令和 3 年 
2 月 9 日 

いなべ市員弁町大泉字野中 1280-13 

いなべ市大安町石榑東 2962-2 イルマーレⅢ

103 
近 藤 昂 祐 

令和 3 年 

2 月 15 日 
桑名郡木曽岬町大字中和泉 41-2 ほか 2 筆 

愛知県弥富市子宝 2 丁目 103-5 コンフォーテ
ィアＡ201 
小 粥 一 成 
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